
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
今
よ
り
さ
ら

に
感
染
が
拡
大
し
、
市
内
に
ま
ん
延
し

た
場
合
の
ご
み
の
回
収
業
務
に
つ
い
て

　

ご
み
収
集
業
者
等
職
員
の
４
割
以
上
が
感

染
し
た
場
合
、
次
の
よ
う
に
ご
み
収
集
の
制

限
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
は
市

の
防
災
無
線
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

q
燃
え
な
い
ご
み
、
有
害
ご
み
等
の
回
収
業

務
は
流
行
が
治
ま
る
ま
で
延
期
し
、
燃
や

せ
る
ご
み
、
資
源
ご
み
の
回
収
を
最
優
先

し
ま
す
。

w
粗
大
ご
み
の
受
付
・
回
収
業
務
及
び
草
木

の
搬
入
処
理
、
許
可
業
務
は
流
行
が
治
ま

る
ま
で
延
期
し
ま
す
。
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i n f o r m a t i o n

ふ
る
さ
と『
う
る
ま
市
』を
応
援
し
て

く
だ
さ
い

〜
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
に
つ
い
て
〜

　

平
成
20
年
５
月
に
地
方
税
法
の
改
正
に
よ

り
、
地
方
公
共
団
体
へ
寄
附
を
行
っ
た
場
合
、

５
千
円
を
超
え
る
額
に
つ
い
て
、
一
定
の
限

度
内
に
お
い
て
寄
附
金
相
当
額
が
所
得
税
と

住
民
税
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。（
ふ
る
さ
と

納
税
制
度
）

　

う
る
ま
市
で
は
、
こ
の
制
度
を
広
く
周
知

し
、
地
域
資
源
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
に

生
か
す
た
め
に
、「
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金
」

を
募
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ふ
る
さ
と
『
う
る
ま
市
』
を
離
れ
ご
活
躍

さ
れ
て
い
る
方
々
を
は
じ
め
、『
う
る
ま
市
』

を
応
援
し
た
い
と
想
っ
て
い
る
皆
さ
ま
の
ご

支
援
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　

寄
附
の
手
続
き
や
控
除
の
し
く
み
に
つ
い

て
は
、
う
る
ま
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ふ
る
さ

と
納
税
制
度
に
つ
い
て
掲
載
し
て
い
ま
す
の

で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

・
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
及
び
寄
附
の
方
法
に

つ
い
て
は

　
ま
ち
づ
く
り
課 

1
９
７
３
｜
５
０
２
９

・
所
得
税
及
び
住
民
税
の
控
除
に
つ
い
て
は

　
市
民
税
課 

1
９
７
３
｜
５
３
８
２

ま
ち
づ
く
り
課

９
７
３
｜
５
０
２
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　国の経済危機対策の一環として、平成 21 年 10 月から離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪
失している方又は喪失するおそれのある方を対象に、６月間を限度として住宅手当を支給するとともに、住宅確保 ･ 就労支
援員による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行う「住宅手当緊急特別措置事業」を本市でも次
のとおり実施しますのでお知らせいたします。

【支給申請時に以下の７項目全てに該当する方が対象となります】

環
境
課

９
７
３
｜
５
５
９
４

粗大ごみ

草木搬入

q　２年以内に離職した方
w　離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯

の生計を維持していた方
e　就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所

へ求職申し込みを行う方
r　住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方（喪

失するおそれのある方は次の t 及び y の要件に該当し、
賃貸住宅等に入居している方）

t　原則として収入のない方。一時的な収入がある場合に
は、生計を一とする同居の親族の収入の合計が次の金額
以下であること。

　単身世帯：月収８万４千円　複数世帯：月収 17 万２千円

y　生活を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額
以下であること。

　単身世帯：５０万円　複数世帯：１００万円
u　国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付又

は給付（就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職
活動困難者支援事業等）、自治体が実施する類似の貸付又
は給付等を受けていない方 

【住宅手当の支給額は生活保護の住宅扶助特別基準に準拠】
 単身世帯：３０，８００円　　世帯員２〜６人：４０，０００円　　世帯員７人以上：４８，０００円
 ※住宅手当の支給は申請日の翌月からです。
 ※住宅手当支給期間中は、常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。
 ※住宅手当は貸し主等の口座に振り込みされます。（申請者本人への現金又は口座払いはできません）
【事業の実施期間】平成２１年１０月〜平成２２年３月
【申　請　場　所】生活福祉課（健康福祉センターうるみん３階）1 ９７３−４９８２
【申請受付開始日】１０月５日（月）から
 ※申請には、顔写真の外に本人確認、離職票、収入、預貯金、求人申し込み等を確認する書類が必要です。

資源ごみ

有害ごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

（かん・びん・ペットボトルのみ）

離職によって住居を喪失又はそのおそれのある方へ

〜住宅手当緊急特別措置事業〜


